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1.組織の概要 

 

［法人設立年月日］ 

   昭和 45 年 9 月 2 日 

 

［事業者名及び代表者氏名］ 

   環境衛生管理株式会社 

   代表取締役 高橋和則 

 

［所在地］  

   〒326-0048 

栃木県足利市助戸大橋町 1924 番地 

 

［環境管理責任者及び担当者の連絡先］ 

   環境管理責任者（課長） 高野 一 

   電話 ０２８４（４１）０６０８  

   FAX ０２８４（４１）２３４４  

 

［事業の内容］ 

一般廃棄物収集運搬業 

産業廃棄物収集運搬業 

    浄化槽維持管理業務 

    

［事業の規模］ 

   資本金   10,000 千円 

   売上高  160,000 千円 

   社員数   20 名 

事務所延べ床面積  342.88 ㎡ 
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［委託・許認可の内容］ 

① 足利市許可一般廃棄物収集運搬 

   許可番号   足利市指令生ク第 38 号 3-1 

   許可年月日  令和  3 年 6 月 1 日 

許可期限年月日令和 5 年 5 月 31 日 

② 栃木県許可産業廃棄物収集運搬 

許可番号     0900025812 

許可年月日    平成 1 年 10 月 30 日 

許可期限年月日  令和 6 年 10 月 29 日 

許可の種類    産業廃棄物収集運搬業（積替え保管施設なし） 

取扱廃棄物の種類 燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，廃プラスチック類（石綿 

         含有産業廃棄物を含む）、紙くず，木くず，繊維くず， 

動植物性残渣，金属くず，ガラスくず・コンクリートくずおよび陶

磁器くず（石綿含有産業廃棄物を含む），鉱さい，がれき類（石綿

含有産業廃棄物を含む）。 

 

③ 群馬県産業廃棄物収集運搬     

許可番号     1000025812 

許可年月日    平成 12 年 2 月 18 日 

許可期限年月日  令和 7 年 2 月 17 日 

許可の種類    産業廃棄物収集運搬業（積替え保管施設なし） 

取扱廃棄物の種類 燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，廃プラスチック類、紙く

ず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、金属くず、 

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類

（廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器く

ず、がれき類石綿含有産業廃棄物を含む） 

④ 足利市浄化槽清掃業許可 

  許可番号   足利市指令生ク第 125 号 

  許可年月日  令和 3 年 10 月 01 日 

許可期限年月日令和 5 年 09 月 30 日 

 

    ⑥ 栃木県浄化槽保守点検業登録 

  登録番号   第１１４号 

  登録年月日  平成 28 年 3 月 07 日 

登録有効期限 令和  1 年 03 月 31 日～令和  4 年 03 月 31 日 
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［施設等の状況］ 

運搬車両一覧 

車両ナンバー     車種     積載量（ｔ） 

とちぎ 400   す 8851 トラック    0.75 

とちぎ 400  せ 5873 トラック    1.50 

とちぎ 100   さ  9646 トラック    3.10  

とちぎ 800   さ 4653 パッカー車   2.00  

とちぎ 800   さ 4523 パッカー車   1.70  

とちぎ 800   さ 6456 パッカー車  2.00 

とちぎ 800   さ 6457 パッカー車  2.05 

とちぎ 800   さ 6458 パッカー車  2.05 

とちぎ 800  さ 5711 バキューム車 2.70 

栃木 88    さ 6126 バキューム車 3.60 

とちぎ 800  さ 8217 バキューム車 3.00 

とちぎ 40   う  8080  軽 4 輪 

とちぎ 40   う  8081  軽 4 輪 

とちぎ 480  い   922  軽 4 輪 

とちぎ 430  さ  4866  ワンボックス 

とちぎ 580  せ  7159  軽 4 輪 

（計 16 台） 

 

 

 ［処理実績］ 

 

 

 

2.対象範囲 

 当社はすべての組織及び業務をエコアクション 21 の登録範囲としている。環境活動レポートの

対象期間及び発行日は表紙に記載している。 

 

 50期実績（ｔ） 51期実績（ｔ） 対前年比（％）  

① 許可一般廃棄物   1512 1602 105.4  

② 許可有価物 579 584 104.3  

③  産業廃棄物 105 98 128.04  

合   計 2196 2284 106.08 
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3.組織図 

環境衛生管理㈱組織図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[役 割] 

 

 

社  長 

 

・環境管理責任者を任命する。 

・環境方針を制定する。 

・環境経営システムに必要な要員、技術、資金などを準備する。 

・環境経営システムに必要な文書及び記録で確認を承認する。 

・環境経営システムの評価と見直しを行う。 

 

 

 

 

環境管理責任者 

・環境経営システムの取組みの実行責任者として活動を推進する。 

・環境目標及び活動計画を策定し社長の承認を得る。 

・環境目標及び活動計画の達成状況や実施状況の確認と評価を行い、 

 社長に報告する。 

・環境関連法規の取りまとめ、最新チェック及び遵守状況の確認を 

する。 

・外部からの苦情や要望を受け付ける窓口。 

・文書・記録の管理。 

・代表者による全体の評価と見直しのための情報を報告する。 

 

社  員 

・活動計画の担当者として実行する。 

・システムで定めたる、取組事項を自発的、積極的に実施する。 

・達成状況、実施状況を把握し環境管理責任者に報告する。 

代表取締役社長 

高 橋 和 則 

許可部門 

 

7 名 

 環境管理責任者 

   高野  一 

事務部門 

 

2名 

資源部門 

（クリーン） 

5名 

浄化槽部門 

（メンテ） 

2名 
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4.環境方針 

 

 

 

 

 

 

環 境 方 針 

 

基本理念 

 

環境衛生管理株式会社は地球環境保全の追求を基本理念に掲げ、 

社長以下社員一人一人が環境保全活動を実施します。 

 

基本方針 

 

1. 環境保全への取り組みを、会社の最重要課題のひとつとします。 

2. 当社の事業活動にかかわる二酸化炭素排出量の削減、燃料使用量の削減 

水資源の有効利用、廃棄物の排出量削減に努めます。 

3. 環境関連法規、当社が同意した業界などの指針、その他要求事項を順守します。 

4. 全ての社員に対し、環境に対する正しい知識や豊かな感性を醸成するため社内 

研修会を開催しの環境意識の向上に努めます。 

 

 

                                    平成  21年  8月 31日 

                         環境衛生管理 株式会社 

                    代表取締役社長 高橋和則  
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5.中期環境目標 

 

 

※電力による二酸化炭素排出係数は 0.491を使用 

※当社の会計期間は 9月 1日より 8月 31日である 

 

 

 

基準値 

50期 

（２０20年度） 

 期（年度）目標 

51 期 

（2021 年度） 

52 期 

（2022 年度） 

53 期 

（2023 年度） 

(電  気) 

売上高 100 万円当り 

70ｋｇ-Co2 

基準年度比 97％ 96％ 95％ 

目標値 67.9ｋｇ-Co2 67.2kg-Co2 66.5kg-Co2 

(化石燃料) 

売上高 100 万円当り 

879.0ｋｇ-Co2 

基準年度比 97％ 96％ 95％ 

目標値 852.7kg-Co2 843.8kg-Co2 835.0kg-Co2 

使用量 

350ｍ３ 

基準年度比 現状維持 現状維持 現状維持 

目標値 ±５％ ±５％ ±５％ 

事務所ごみ排出量 

300ｋｇ 

基準年度比 97％ 96％ 95％ 

目標値 291ｋｇ 288ｋｇ 285ｋｇ 

産業廃棄物排出量 

300ｋｇ 

基準年度比 97％ 96％ 95％ 

目標値 291ｋｇ 288ｋｇ 285ｋｇ 

運搬量 

2,100ｔ 

基準年度比 101％ 102％ 103％ 

目標値 2,165ｔ 2,185ｔ 2,205ｔ 

事務用品の 50％エコ製品

を使用 

 トイレ用紙、 

コピー用紙は全てエコ

製品を使用する 

トイレ用紙、 

コピー用紙は全てエ

コ製品を使用する 

トイレ用紙、 

コピー用紙は全てエコ

製品を使用する 

年 3 回実施 
 

教育訓練・研修後に

会社周辺道路の清

掃を行う 

教育訓練・研修後

に会社周辺道路の

清掃を行う 

教育訓練・研修後

に会社周辺道路の

清掃を行う 
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6. 環境目標とその実績 

 

中期目標 （53 期） 

基準値（第 50 期） 

（売上高 100万当り） 

51 期（2020.09～2021.08） 

 

目 標 実 績 

二酸化炭素 

排出量削減 

 

（電気） 

70.0（Kg-CO2） 

（化石燃料） 

879.0（Kg-CO2） 

（売上高 100 万当り） 

電気からの排出量 

67.9（Kg-CO2） 

燃料からの排出量 

852.7（Kg-CO2） 

以下にする 

（売上高 100 万当り） 

電気からの排出量 

70.6（Kg-CO2）    3.8％オーバー 

燃料からの排出量 

769.5（Kg-CO2）    -10.0％ 

 

 

未達成 

 

 

達成 

総排水量削減 

 

現状維持 

 

使用量 350(ｍ³) 

±5％を維持する 

 

タンク内にペットボトルを入れて使用量を削減、 

洗車時の水量に注意する。 

 

 

達成 

使用量 338 ㎥   -3.5％ 

 

事務所所ゴミ 

排出量削減 

300ｋｇ 

廃棄物排出量を 

291ｋｇ以下にする 

活動計画に従い、分別の取組みが確実に実施された。 

実績 235ｋｇ    -22％ 

 

達成 

産業廃棄物 

排出量削減（ｋｇ） 

基準値 300ｋｇ 

産業廃棄物 

排出量削減 

291ｋｇ以下にする 

 

実績 370ｋｇ   対基準値 23％オーバー 

 

 

未達成 

廃棄物収集運搬 

取扱数量の増加 

2,100ｔ 

積極的な営業展開 

取扱数量を 

2165ｔ以上とする 

 

実績 2070.35ｔ  対基準値-4.4％   

 

未達成 

グリーン購入の推進 
 

50％使用 

トイレットペーパー、コピー用紙は 

100％再生品使用 

 

達成 

地域社会貢献活動

への参加 

 

3 回参加 

 

会社周辺道路清掃を 12 回実施した。  

 

  達成 

本年度の実績を来期以降の目標値に反映させる。 

 

二酸化炭素総排出量の推移 

年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   

排出量 

ｋｇ-CO2 
145260 145373 131691 152667 139131 142879 141150    
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7.環境活動計画 

環境目標 実施項目 具 体 策、手 段（実施項目） 担当者 

 

 

 

二酸化炭素排出量 

第 50期売上高 100万円当り

排出量 949（ｋｇ‐co2)を基準

とし 3.0％削減する 

 

電力使用量の削減 

売上高 100万円当り 

67.9（ｋｇ‐co2)以下とする 

・不要照明の消灯 

・エアコン温度の適性管理 

・出社時間の調整により使用量を減らす。 

・目標管理一覧表に月次データを記入する 

・4半期毎に目標値との検証を行う 

 

 

 

 

 

全社員  

化石燃料使用量の削減 

売上高 100万円当り 

852.7（ｋｇ‐co2)以下とする 

 

・アイドリングストップの励行 

・急発進、急加速をしない 

・収集ルートの見直し 

・目標管理一覧表に月次データを記入する 

・4半期毎に目標値との検証を行う 

水使用量の削減 

第 47期実績 350ｍ3 を 

維持する 

・洗車方法の検討 

・水使用量削減に関する 

 意識の高揚をはかる 

・トイレの水使用量の削減 

・節水呼びかけのボード掲示 

・トイレタンクへペットボトルを投入する 

・目標管理一覧表に月次データを記入する 

・半期毎に目標値との検証を行う 

 

全社員 

事務所ごみ排出量の削減 

第 47期排出量を勘案し 

300ｋｇを基準とし 3.0％削減 

 

排出量 291ｋｇ以下とする 

・事務所ゴミの分別の徹底 

・分別を徹底し、リサイクル可能なものを 

 適切に処理する 

・目標管理一覧表に月次データを記入する 

・半期毎に目標値との検証を行う 

 

 

事務部門 

産業廃棄物排出量の削減 

第 47期排出量を勘案し 

300Ｋｇを基準とし 3％削減す

る 

 

排出量 291Ｋｇ以下とする 

・分別の徹底 

・契約先企業へ協力要請 

・分別を徹底し、リサイクル 

 可能なものを適切に処理する 

・契約先企業に分別の徹底を依頼し、 

 資源ごみとして回収する 

・目標管理一覧表に月次データを記入する 

・四半期毎に目標値との検証を行う 

 

 

全社員 

廃棄物収集運搬量の増加 

第 47期運搬量 2,100ｔを基準

とし 3.0％増加する 

 

3.0％増加し運搬量 2,165ｔ 

以上とする 

・接客態度を良くし、口コミ紹介を増やす 

・契約先企業周辺事業者の勧誘 

・目標管理一覧表に月次データを記入する 

・四半期毎に目標値との検証を行う 

 

全社員 

 

グリーン購入の推進 

・可能なものは全て 使用 

・トイレレットペーパーは 

 全てエコ製品にする 

・エコ製品カタログ等を参照する 

・購入時に確認する 

 

事務部門 

地域社会貢献活動への 

参加 

 

・年 3回実施 

 

・教育訓練・研修後に実施 

 

全社員 
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（１）目標達成の為の取組 

   ①二酸化炭素排出量削減 

・ アイドリングストップ運転実施。 

・ 急発進・急加速運転防止の徹底。 

・ 巡回ルート、時間帯見直しの検討 

・ エアコンの設定温度管理の徹底 

・ OA 機器の節電スイッチの使用 

・ 長時間使用しない部屋、設備は電源を切る 

 ②水使用量削減 

・ トイレタンク内に 500ml のペットボトルを入れて節水する。 

 節水を呼びかける掲示板の設置 

③廃棄物排出量（リサイクルに関する取組） 

・ 足利市指定の分別基準を守り排出する。 

・ 分別の徹底により再資源化の向上に努める 

・ 社内記録等に関してペーパーレス化に取り組む。 

・ 社員自宅の資源ごみを会社に持ち寄りリサイクル資源とする。 

   ④廃棄物収集運搬取扱量の増加 

     ・現在契約先の周辺事業者への取引勧誘の強化 

     ・社員教育の徹底による顧客からの評価の向上 

   

 

（２）その他の取組 

    ①グリーン購入への取組 

    ②地域・社会貢献活動の推進 

     道路清掃活動、不法投棄廃棄物の清掃活動。 

    ③産業廃棄物収集運搬契約先に対してゴミ分別徹底のお願い 

     分別することにより、資源ゴミとしてリサイクルが可能なことを契約先に 

理解してもらう。 

    

 

教育・訓練の実施 

  エコアクション２１を適切に実施する為に必要な教育を行う。 

環境方針・環境目標及び必要な環境活動について、年間４回 

環境に関する教育・訓練を実施し、記録に残す。 
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8.環境活動の取組結果の評価 

 （１）当社における環境への負荷の低減・管理への評価 

    電気使用による二酸化炭素排出量を削減するため、不要な照明の消灯、エアコン温度の

適正管理に努めた。 

廃棄物排出量については分別を徹底した。 

電気使用量は目標値に対し+3.8％目標値をオーバーした。 

水使用量は基準値 350ｍ3±5％以内に収まり-3.5％となった。 

燃料使用による二酸化炭素排出量は目標値を多目に設定したため-10％と一応の達成を

見たが、これは新規顧客獲得のため遠隔地及び単発の依頼に対応するためでありもう少

し活発な営業活動を期待する。 

 

(２) 環境マネジメントシステムの評価 

   エコアクション 21 に取り組んで 12 年が経過し、会社の業態も大きく変化した。 

   環境活動にも余裕が見られるようになったが、削減のみの目標管理が厳しくなってきた。 

   今期（48 期）から新たな 3 ヵ年活動計画がスタートしたが、営業努力が足りないように

見受けられる。 

 

（３）次年度の取り組み 

    新 3 か年計画にあるように環境活動けいかく、環境目標の達成に向けて努力する。 

化石燃料使用量による二酸化炭素の排出量は目標達成しているが、オーバーするくらい

の意気込みで取り組む。 

緊急事態の想定について、近年の地震の多発、異常気象の頻発に対応できるよう想定範

囲の見直しを行う。 
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9.環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

 

2019 年 9 月 15 日 環境管理責任者高野 一が最終的に確認した結果、 

当社にかかわる環境関連法規の主なものは下記のとおりであるが、いずれの項目に対しても適切

に対応されており、違反、訴訟等はありません。 

また、関係当局よりの違反などの指摘は過去 5 年間以上ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.代表者による全体評価と見直しの結果 

3 ヵ年環境経営活動がスタートし、目標値の設定方法にも変化がある。特に化石燃料の使用に対し一

見楽にクリアーできるような印象を与えるが、より以上の業績を期待したものであり、他の指数同様厳し

い結果となるよう努力したい。 

大気汚染防止法 自動車排気ガスの規制 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

  

  

・収集運搬業許可及び許可内容の順守 

・委託契約書 

・マニフェスト 

・年次報告(受託分、自社分） 

・処分場の状況確認 

家電リサイクル法 

家電リサイクル指定店として 

・引き取り義務   

・引渡し義務   

・管理票の交付 

自動車リサイクル法 
・使用済み自動車を引き取り業者に引き渡す 

・リサイクル費用を負担する 

浄化槽法 

・業務の実施 

・標識の掲示 

・帳簿の備付け等 

フロン排出抑制法 
・四半期ごとの点検及び記録 

・点検記録の保管 

水銀汚染防止法 
・使用済み蛍光管、電池類を引き取り業者に引き渡す 

・リサイクル費用を負担する 


